
   国立大学法人佐賀大学臨時職員給与規程 

（平成１６年４月１日制定） 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人佐賀大学臨時職員就業規則（平成１６年４月１日制定。

以下「臨時職員就業規則」という。）第１８条の規定に基づき，国立大学法人佐賀大学

（以下「本学」という。）に勤務する臨時職員の給与に関する事項を定めるものとする。 

 （適用範囲） 

第２条 この規程は，本学に勤務する臨時職員のうち，臨時職員就業規則第２条に規定す

る臨時職員（以下「臨時職員」という。）について適用する。 

 （給与の種類） 

第３条 臨時職員の給与は，次の各号に掲げる臨時職員の区分に応じ，当該各号に掲げる

給与とする。 

 (1) 日々雇用職員 本給，住居手当，通勤手当，特殊勤務手当，超過勤務手当，休日給，

緊急手術手当，夜勤手当，宿日直手当，夜間診療手当，オンコール手当，期末手当及

び勤勉手当 

 (2) 時間雇用職員 本給，通勤手当，特殊勤務手当，超過勤務手当及び休日給 

 （給与の支給） 

第４条 本給，住居手当，通勤手当，特殊勤務手当，超過勤務手当，休日給，緊急手術手

当，夜勤手当，宿日直手当，夜間診療手当及びオンコール手当は，その月の分を翌月１

７日（以下この項，第３項及び第８条において，毎月１７日を「支給定日」という。）

に支給する。ただし，支給定日が日曜日に当たるときは，支給定日の前々日（その日が

休日（国立大学法人佐賀大学職員の勤務時間，休暇等に関する規程（平成１６年４月１

日制定）第１３条に規定する休日をいう。以下同じ。）に当たるときは，支給定日の翌

日）に，支給定日が土曜日に当たるときは，支給定日の前日（その日が休日に当たると

きは，支給定日の前々日）に，支給定日が休日に当たるときは，支給定日の翌日に支給

する。 

２ 期末手当及び勤勉手当は，６月３０日及び１２月１０日（以下この項において，６月

３０日及び１２月１０日を「支給定日」という。）に支給する。ただし，支給定日が日

曜日に当たるときは，支給定日の前々日に，支給定日が土曜日に当たるときは，支給定

日の前日に支給する。 

３ 非常勤講師の給与については，契約時間数に対する時間給制とし，月の初日から末日

までの勤務時間数に応じて，翌月の支給定日に支給する。 

 （給与の支払方法） 

第５条 臨時職員の給与は，その全額を通貨で，直接臨時職員に支払うものとする。ただ

し，法令又は労使協定に基づき臨時職員の給与から控除すべき金額がある場合には，そ

の職員に支払うべき給与の金額から，その金額を控除して支払うものとする。 

２ 前項の給与は，臨時職員が給与の全部又は一部につき臨時職員の預貯金口座へ振り込

みを申し出た場合には，その方法によって支払うものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか，給与の支給に関し，必要な事項は，国立大学法人佐賀
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大学職員就業規則（平成１６年４月１日制定。）の適用を受ける職員（以下「常勤職員」

という。）の例に準じるものとする。 

 （勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第６条 第１４条に規定する日々雇用職員の勤務１時間当たりの給与額は，その者の日給

の額を，定められた１日の勤務時間数で除して得た額とする。 

 （端数の処理） 

第７条 この規則により計算した確定金額に１円未満の端数を生じたときは，これを切り

捨てるものとする。 

 （給与の計算期間） 

第８条 臨時職員の給与の計算期間は，月の初日からその月の末日までとし，本給，住居

手当，通勤手当，特殊勤務手当，超過勤務手当，休日給，夜勤手当，宿日直手当，夜間

診療手当及びオンコール手当は，翌月の支給定日に支給する。 

２ 前項に規定する手当の支給を開始し，若しくは停止すべき事由が生じたとき又はこれ

らの額に変更を生じたときは，翌月以降の支給定日においてその差額を追給し，又は控

除する。 

   第２章 本給 

 （本給の決定） 

第９条 日々雇用職員の本給は，日給とし，国立大学法人佐賀大学職員給与規程（平成  

１６年４月１日制定。以下「職員給与規程」という。）に定める基準に準じて算出した

本給の月額をもとに次の算式によって算出した額の範囲内の額とする。 

         本給の月額 × １２ 

 日給の額 ＝              × （定められた１日の勤務時間数） 

         ５２ × ３８．７５ 

２ 時間雇用職員の本給は，時間給とし，職員給与規程に定める基準に準じて算出した本

給の月額をもとに次の算式によって算出した額の範囲内の額とする。 

          本給の月額 × １２ 

 時間給の額 ＝             

          ５２ × ３８．７５ 

３ 前２項の本給の月額が，職務の複雑，困難若しくは責任の度又は勤労の強度，勤務時

間及び勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の本給表に属する他の臨時職員に比して

著しく適当でないと認めるときは，その特殊性に基づき，職員給与規程第１９条に定め

る常勤職員の例に準じて，本給の調整額相当を含んだ本給の額を適用する。 

４ 前３項の規定にかかわらず，医員，医員（研修医）その他特定の研究又は研究経費等

の下に雇用される臨時職員の本給の額は，別に定める。 

 （高年齢者雇用の臨時職員の本給の決定） 

第９条の２ 国立大学法人佐賀大学臨時職員人事規程（平成１６年４月１日制定。以下「臨

時職員人事規程」という。）第６条の規定に基づく高年齢者雇用（以下「高年齢者雇用」

という。）前に日々雇用職員として在職していた者の本給は，日給とし，日給の額は，

平成１８年３月３１日時点の職員給与規程の給与表を適用することとした場合のその

者の属する職務の級の１級上位の職務の級の最低の号俸の額を超えない最上位の号俸
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を，平成１８年４月１日の切り替えを行った級号俸の本給の月額をもとに次の算式によ

って算出した額の範囲内の額とする。 

         本給の月額 × １２ 

 日給の額 ＝              × （定められた１日の勤務時間数） 

         ５２ × ３８．７５ 

２ 高年齢者雇用前に時間雇用職員として在職していた者の本給は，時間給とし，時間給

の額は，臨時職員人事規程第６条第４項後段の規定に基づき，平成１８年３月３１日時

点の職員給与規程の給与表を適用することとした場合のその者の属する職務の級の１

級上位の職務の級の最低の号俸の額を超えない最上位の号俸を，平成１８年４月１日の

切り替えを行った級号俸の本給の月額をもとに次の算式によって算出した額の範囲内

の額とする。 

          本給の月額 × １２ 

 時間給の額 ＝             

          ５２ × ３８．７５ 

３ 前２項の本給の月額が，職務の複雑，困難若しくは責任の度又は勤労の強度，勤務時

間及び勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の本給表に属する他の高年齢者雇用の臨

時職員に比して著しく適当でないと認めるときは，その特殊性に基づき，国立大学法人

佐賀大学再雇用職員就業規則（平成１６年４月１日制定。以下「再雇用職員就業規則」

という。）第１３条に定める再雇用職員の例に準じて，本給の調整額相当を含んだ本給

の額を適用する。 

 （給与の改定） 

第１０条 給与の改定は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 臨時職員の本給は，職務の内容その他勤務条件に変更が生じた場合には，前条の定

めにより改定するものとする。 

 (2) 職員給与規程及び再雇用職員就業規則に定める本給及び諸手当が改正された場合に

は，常勤職員及び再雇用職員の例に準じて，適用日からそれぞれ改定することができ

るものとする。 

   第３章 諸手当 

 （住居手当） 

第１１条 日々雇用職員（医員及び医員（研修医）は除く。）のうち，雇用予定期間が３月

未満の者及び高年齢者雇用の者を除き，勤務日及び勤務時間が常勤職員とほぼ同様のも

のについては，職員給与規程第２４条に定める常勤職員の例に準じて，住居手当を支給

する。 

 （通勤手当） 

第１２条 １月以上の期間を定めて雇用される臨時職員には，職員給与規程第２５条に定

める常勤職員及び再雇用職員就業規則第１４条に定める再雇用職員の例に準じて，通勤

手当を支給する。 

２ 臨時職員が本学の学生の場合は，授業期間中の通勤手当は支給しない。 

 （特殊勤務手当） 

第１３条 著しく危険，不快，不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で，給与
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上特別の考慮を必要とし，かつ，その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認め

られるものに従事する臨時職員については，職員給与規程第２７条から第３３条に定め

る常勤職員及び再雇用職員就業規則第１４条に定める再雇用職員の例に準じて，特殊勤

務手当を支給する。 

 （給与の減額） 

第１４条 日々雇用職員が定められた勤務時間内において勤務しなかった場合には，その

勤務しなかった時間数（有給の休暇として取り扱われた時間数を除く。）に対し，その

者の勤務１時間当たりの給与額に乗じて得た額を，その日給額から減額するものとする。

この場合において，１時間未満の端数が生じたときは，常勤職員の例によりその給与期

間（月の初日から末日までとする。）における勤務しなかった全時間数についての端数

計算を行うものとする。 

２ 時間雇用職員については，勤務しなかった時間数（有給の休暇として取り扱われた時

間数を除く。）に対してその者の時間給額を乗じて得た額を減額するものとする。この

場合において，１時間未満の端数が生じたときは，前項の例に準じて取り扱うものとす

る。 

 （超過勤務手当及び休日給） 

第１５条 臨時職員就業規則第２６条により，所定の勤務時間を超え，又は法定の休日勤

務を命ぜられた臨時職員には，職員給与規程第３９条及び第４０条に定める常勤職員及

び再雇用職員就業規則第１４条に定める再雇用職員の例に準じて，超過勤務手当及び休

日給を支給する。この場合において，常勤職員の正規の勤務時間に相当する時間内にお

ける超過勤務については，時間雇用職員については時間給と同額を支給する。 

 （緊急手術手当） 

第１５条の２ 緊急手術手当は，医学部附属病院において診療業務に従事する日々雇用職

員（医員及び医員（研修医）に限る。）が，所定の勤務時間以外の時間又は休日として

規定されている日において，２時間以上の緊急手術又は分娩の処置の業務に従事した場

合，その勤務１回につき，医員は２０，０００円，医員（研修医）は１０，０００円を

支給する。ただし，緊急手術手当を支給する場合は，前条に規定する手当は支給しない。 

 （夜勤手当） 

第１６条 所定の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務すること

を命ぜられた日々雇用職員には，その間に勤務した全時間に対し，職員給与規程第４１

条に定める常勤職員及び再雇用職員就業規則第１４条に定める再雇用職員の例に準じ

て，夜勤手当を支給する。 

 （宿日直手当） 

第１７条 宿日直勤務を命ぜられた日々雇用職員には，職員給与規程第４２条に定める常

勤職員及び再雇用職員就業規則第１４条に定める再雇用職員の例に準じて，宿日直手当

を支給する。 

 （夜間診療手当） 

第１７条の２ 夜間診療手当は，医学部附属病院において診療業務に従事する日々雇用職

員（医員に限る。）のうち交替制勤務により夜間診療業務に従事した場合，職員給与規

程第３０条の２に定める常勤職員の例に準じて，夜間診療手当を支給する。 
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 （オンコール手当） 

第１７条の３ オンコール手当は，医学部附属病院において診療業務に従事する日々雇用

職員（医員に限る。）を宿日直医師からの要請による緊急の診療業務に備えるため自宅

等に待機させた場合，職員給与規程第３０条の３に定める常勤職員の例に準じて，オン

コール手当を支給する。 

 （期末手当及び勤勉手当） 

第１８条 日々雇用職員（医員及び医員（研修医）は除く。）については，その者の日給額

に２１を乗じた基本給月額に所定の割合を乗じて得た額の範囲内の額を期末手当及び

勤勉手当として，職員給与規程第４４条及び第４５条に定める常勤職員の例に準じて支

給するものとする。 

２ 高年齢者雇用の臨時職員のうち，臨時職員人事規程第６条第２項の規定に基づき，読

み替えて適用する再雇用職員就業規則第２条のフルタイム勤務職員及び短時間勤務職

員については，再雇用職員就業規則第１４条の規定に定める再雇用職員の例に準じて期

末手当及び勤勉手当を支給するものとする。 

 （この規程により難い場合の措置） 

第１９条 この規程の実施に関し必要な事項は，常勤職員及び再雇用職員の例に準じるも

ののほか学長が別に定める。 

 

 

   附 則 

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

 （研修医手当及び専門医研修手当） 

２ 当分の間，医員（研修医）が臨床研修に専念できるよう，また，医員が専門医研修に

専念できるよう適切な処遇を確保するため，第３条第１号に掲げるもののほか，次の区

分により研修医手当及び専門医研修手当を支給するものとする。 

 (1) 医師臨床研修１年目の者     月額 １２０，０００円 

 (2) 医師臨床研修２年目の者     月額 １３０，０００円 

 (3) 専門医研修１年目の者      月額  ３０，０００円 

 (4) 専門医研修２年目の者      月額  １５，０００円 

 (5) 歯科医師臨床研修１年目の者   月額  ３０，０００円 

 (6) 歯科専門医研修１年目の者    月額  ６５，０００円 

３ 研修医手当及び専門医研修手当は，これを受けている者にその月額を変更すべき事由

が生ずるに至った場合においては，その事由の生じた日の属する月の翌月（その日が月

の初日であるときは，その日の属する月）から支給額を改定するものとする。 

４ 月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には，その月の

手当は支給しない。 

５ 平成１７年１２月１日から平成１８年３月３１日までの間，規程第１０条第２号の規

定にかかわらず，改正前の国立大学法人佐賀大学職員給与規程に定める基準によるもの

とする。 

 （平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置） 
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６ 平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第１８条の規定の適用につ

いては，国立大学法人佐賀大学職員給与規程の一部を改正する規程（平成２１年５月２

９日制定）による改正後の職員給与規程附則第２項による読替え後の同規程第４４条及

び第４５条の規定を準用する。 

   附 則（平成１６年７月２０日改正） 

 この規程は，平成１６年７月２０日から施行し，平成１６年６月１日から適用する。 

   附 則（平成１６年１０月５日改正） 

 この規程は，平成１６年１０月５日から施行し，平成１６年１０月１日から適用する。 

   附 則（平成１７年３月１５日改正） 

 この規程は，平成１７年５月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年１１月３０日改正） 

 この規程は，平成１７年１２月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年３月２９日改正） 

１ この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 

２ 平成１８年４月１日に，平成１７年度から引き続き雇用された臨時職員で，その者の

受ける本給が平成１７年度において受けていたとみなす本給（平成１７年１２月１日に

常勤職員に適用された給与改正に準じて適用したものとして得られる本給をいう。）に

達しないこととなる臨時職員には，本給のほか，その差額に相当する額を本給として支

給する。 

   附 則（平成１９年３月２９日改正） 

 この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年３月１９日改正） 

 この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年９月２９日改正） 

 この規程は，平成２０年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年１２月１２日改正） 

 この規程は，平成２０年１２月１２日から施行し，平成２０年１０月１日から適用する。 

   附 則（平成２１年３月２３日改正） 

 この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年５月２９日改正） 

 この規程は，平成２１年６月１日から施行する。 
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